
- 1 -

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

新
旧
対
照
文

○

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
（
抄
）

改

正

後

（
新
）

改

正

前

（
旧
）

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則

平
成
十
一
年
二
月
四
日

平
成
十
一
年
二
月
四
日

宮
城
県
規
則
第
五
号

宮
城
県
規
則
第
五
号

目
次
か
ら
第
二
条

（
略
）

目
次
か
ら
第
二
条

（
略
）

（
条
例
第
二
条
第
二
項
第
十
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
業
）

（
条
例
第
二
条
第
二
項
第
十
号

の
規
則
で
定
め
る
事
業
）

第
三
条

条
例
第
二
条
第
二
項
第
十
一
号
の
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
三
条

条
例
第
二
条
第
二
項
第
十
号

の
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

条
例
第
二
条
第
二
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ

二

条
例
第
二
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の

る
事
業
の
う
ち
の
二
以
上
を
併
せ
て
行
う
事
業
（
同
一
事
業
者
が
実
施
す
る
場
合

う
ち
の
二
以
上
を
併
せ
て
行
う
事
業
（
同
一
事
業
者
が
実
施
す
る
場
合
に
限
る
。

に
限
る
。
以
下
「
複
合
事
業
」
と
い
う
。
）

以
下
「
複
合
事
業
」
と
い
う
。
）

（
削
除
）

三

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る

事
業
用
電
気
工
作
物
の
う
ち
風
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
も
の
（
以
下
「
風

力
発
電
所
」
と
い
う
。
）
及
び
火
力
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
原

動
力
と
す
る
発
電
用
の
も
の
（
以
下
「
火
力
発
電
所
」
と
い
う
。
）
の
設
置
又
は

変
更
の
工
事
の
事
業

第
四
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
（
略
）

第
四
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
（
略
）

附
則
（
略
）

附
則
（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

事
業
の
区
分

第
一
種
事
業
の
要
件

第
二
種
事
業
の
要
件

事
業
の
区
分

第
一
種
事
業
の
要
件

第
二
種
事
業
の
要
件

一
～
三

略

略

一
～
三

略

略

四

条
例
第

イ

風
力
発
電
所
の
設
置
の

風
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事

（
新
規
）

（
新
規
）

（
新
規
）

二
条
第
二

工
事
の
事
業
（
出
力
が
七

業
（
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保

項
第
四
号

千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ

に
掲
げ
る

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、
出
力

事
業

が
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
千
五

百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
も
の
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に
限
る
。
）

ロ

風
力
発
電
所
の
変
更
の

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事

工
事
の
事
業
（
出
力
が
七

業
（
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保

千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ

増
加
す
る
も
の
に
限
る
。

れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、
出
力

）

が
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
千
五

百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
増
加
す
る
も

の
に
限
る
。
）

ハ

火
力
発
電
所
の
設
置
の

火
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事

工
事
の
事
業
（
出
力
が
七

業
（
出
力
が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

上
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

火
力
発
電
所
の
変
更
の

火
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事

工
事
の
事
業
（
出
力
が
七

業
（
出
力
が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

上
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
増

増
加
す
る
も
の
に
限
る
。

加
す
る
も
の
に
限
る
。
）

）
ホ

太
陽
電
池
発
電
所
の
設

太
陽
電
池
発
電
所
の
設
置
の
工
事

置
の
工
事
の
事
業
（
出
力

の
事
業
（
事
業
実
施
区
域
内
に
環

が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指

又
は
開
発
面
積
（
開
発
行

定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、

為
に
係
る
土
地
の
形
質
が

開
発
面
積
が
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

変
更
さ
れ
る
区
域
に
限
定

上
七
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ

さ
れ
な
い
一
団
の
土
地
の

る
も
の
に
限
る
。
）

面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
が
七
十
五
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）

ヘ

太
陽
電
池
発
電
所
の
変

太
陽
電
池
発
電
所
の
変
更
の
工
事

更
の
工
事
の
事
業
（
出
力

の
事
業
（
事
業
実
施
区
域
内
に
環

が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指

又
は
開
発
面
積
が
七
十
五

定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
増
加
す

開
発
面
積
が
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

る
も
の
に
限
る
。
）

上
七
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
増
加
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す
る
も
の
に
限
る
。
）

五

条
例
第

略

略

四

条
例
第

略

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
五
号

項
第
四
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

六

条
例
第

略

略

五

条
例
第

略

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
六
号

項
第
五
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

七

条
例
第

略

略

六

条
例
第

略

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
七
号

項
第
六
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

八

条
例
第

二
以
上
の
住
宅
の
用
に
供
す

略

七

条
例
第

二
以
上
の
住
宅
の
用
に
供
す
る

略

二
条
第
二

る
た
め
の
敷
地
及
び
こ
れ
に

二
条
第
二

た
め
の
敷
地
及
び
こ
れ
に
隣
接

項
第
八
号

隣
接
す
る
緑
地
、
道
路
そ
の

項
第
七
号

す
る
緑
地
、
道
路
そ
の
他
の
施

に
掲
げ
る

他
の
施
設
の
用
に
供
す
る
た

に
掲
げ
る

設
の
用
に
供
す
る
た
め
の
敷
地

事
業

め
の
敷
地
と
し
て
造
成
さ
れ

事
業

と
し
て
造
成
さ
れ
る
一
団
の
土

る
一
団
の
土
地
（
こ
の
項
の

地
（
こ
の
項
の
第
三
欄
に
お
い

第
三
欄
に
お
い
て
「
住
宅
団

て
「
住
宅
団
地
」
と
い
う
。
）

地
」
と
い
う
。
）
の
造
成
の

の
造
成
の
事
業
（
開
発
面
積
（

事
業
（
開
発
面
積
（
開
発
行

開
発
行
為
に
係
る
土
地
の
形
質

為
に
係
る
土
地
の
形
質
が
変

が
変
更
さ
れ
る
区
域
に
限
定
さ

更
さ
れ
る
区
域
に
限
定
さ
れ

れ
な
い
一
団
の
土
地
の
面
積
。

な
い
一
団
の
土
地
の
面
積
。

以
下
同
じ
。
）
が
七
十
五
ヘ
ク

以
下
同
じ
。
）
が
七
十
五
ヘ

タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限

ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
も
の

る
。
）

に
限
る
。
）

九

条
例
第

略

略

八

条
例
第

略

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
九
号

項
第
八
号
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に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

十

条
例
第

略

略

九

条
例
第

略

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
十
号

項
第
九
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

十
一

第
三

イ
～
ロ

略

略

十

第
三

イ
～
ロ

略

略

条

条
第

条
例

条
第

例
第

一
号

第
二

一
号

二
条

に
掲

条
第

に
掲

第
二

げ
る

二
項

げ
る

項
第

事
業

第
十

事
業

十
一

号
に

号
に

第
三

ハ

略

略

掲
げ

第
三

ハ

略

略

掲
げ

条
第

る
事

条
第

る
事

二
号

業

二
号

業

に
掲

に
掲

げ
る

げ
る

事
業

事
業

削
除

ニ
～
ト

削
除

削
除

第
三

ニ

風
力
発
電
所
の
設
置
の
工

風
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事

条
第

事
の
事
業
（
出
力
が
七
千
五

業
（
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保

三
号

百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る

全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ

に
掲

も
の
に
限
る
。
）

れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、
出
力

げ
る

が
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
千
五

事
業

百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）

ホ

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事

事
の
事
業
（
出
力
が
七
千
五

業
（
事
業
実
施
区
域
内
に
環
境
保

百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
増
加
す

全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
指
定
さ

る
も
の
に
限
る
。
）

れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、
出
力

が
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
千
五

百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
増
加
す
る
も

の
に
限
る
。
）
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ヘ

火
力
発
電
所
の
設
置
の
工

火
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事

事
の
事
業
（
出
力
が
七
万
五

業
（
出
力
が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る

上
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
で

も
の
に
限
る
。
）

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ト

火
力
発
電
所
の
変
更
の
工

火
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事

事
の
事
業
（
出
力
が
七
万
五

業
（
出
力
が
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
増
加
す

上
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
増

る
も
の
に
限
る
。
）

加
す
る
も
の
に
限
る
。
）

備

考

（
略
）

備
考

（
略
）

一
～
四

略

一
～
四

略

五

十
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
産
業
の
分
類
は
、
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基

五

九
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
産
業
の
分
類
は
、
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分
類
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五

づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分
類
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五

号
）
に
定
め
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
よ
る
。

号
）
に
定
め
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
よ
る
。

六

略

六

略

別
表
第
二
（
第
七
条
、
第
四
十
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
七
条
、
第
四
十
三
条
関
係
）

事
業
の
区
分

第
一
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
に
係
る
免
許
等

事
業
の
区
分

第
一
種
事
業
又
は
第
二
種
事
業
に
係
る
免
許
等

一
～
三

略

一
～
三

略

四

条
例
第

１

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十

二
条
第
二

七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
又
は
第
四
十
八
条
第
一

項
第
四
号

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

に
掲
げ
る

２

自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し

事
業

く
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

３

県
立
自
然
公
園
条
例
第
十
条
第
三
項
の
許
可

４

自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
四

項
の
同
意
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
、
第
二
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
同
条
第
五
項
の
通
知
の
受

理
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

５

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
の
許
可

６

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
又
は
第
二
十
六
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
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く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
の
解
除

７

農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可

８

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
第

十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可

五

条
例
第

略

四

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
五
号

項
第
四
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

六

条
例
第

略

五

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
六
号

項
第
五
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

七

条
例
第

略

六

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
七
号

項
第
六
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

八

条
例
第

略

七

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
八
号

項
第
七
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

九

条
例
第

略

八

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
九
号

項
第
八
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

十

条
例
第

略

九

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
十
号

項
第
九
号
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に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

十
一

第
三

略

十

第
三

略

条

条
第

条
例

条
第

例
第

一
号

第
二

一
号

二
条

に
掲

条
第

に
掲

第
二

げ
る

二
項

げ
る

項
第

事
業

第
十

事
業

十
一

号
に

号
に

第
三

略

掲
げ

第
三

略

掲
げ

条
第

る
事

条
第

る
事

二
号

業

二
号

業

に
掲

に
掲

げ
る

げ
る

事
業

事
業

（
削

（
削
除
）

第
三

１

電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可

除
）

条
第

又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

三
号

２

自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し

に
掲

く
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
又
は
第
三
十
三
条
第
一
項
の

げ
る

規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

事
業

３

県
立
自
然
公
園
条
例
第
十
条
第
三
項
の
許
可

４

自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
許
可
、
同
条
第
四

項
の
同
意
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
受
理
、
第
二
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
同
条
第
五
項
の
通
知
の
受

理
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

５

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
の
許
可

６

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
又
は
第
二
十
六
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
の
解
除

７

農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可

８

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
又
は
第

十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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別
表
第
三
（
第
三
十
六
条
、
第
五
十
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
六
条
、
第
五
十
条
関
係
）

事
業
の
区
分

第
一
種
事
業
評
価
書
又
は
第
二
種
事
業
評
価
書
の
送
付
時
期

事
業
の
区
分

第
一
種
事
業
評
価
書
又
は
第
二
種
事
業
評
価
書
の
送
付
時
期

一
～
三

略

一
～
三

略

四

条
例
第

次
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
最
初
に
行
う
行
為
の
前

二
条
第
二

１

電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可

項
第
四
号

の
申
請
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
掲
げ
る

２

自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し

事
業

く
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
三
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

３

県
立
自
然
公
園
条
例
第
十
条
第
三
項
の
許
可
の
申
請

４

自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
、
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
第
二
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
条
第
五
項
の
通
知
又
は
第

二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

５

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
の
許
可
の
申
請

６

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
二
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
申
請

７

農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請

８

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
又
は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請

五

条
例
第

略

四

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
五
号

項
第
四
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

六

条
例
第

略

五

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
六
号

項
第
五
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

七

条
例
第

略

六

条
例
第

略
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二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
七
号

項
第
六
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

八

条
例
第

略

七

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
八
号

項
第
七
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

九

条
例
第

略

八

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
九
号

項
第
八
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

十

条
例
第

略

九

条
例
第

略

二
条
第
二

二
条
第
二

項
第
十
号

項
第
九
号

に
掲
げ
る

に
掲
げ
る

事
業

事
業

十
一

第
三

略

十

第
三

略

条

条
第

条
例

条
第

例
第

一
号

第
二

一
号

二
条

に
掲

条
第

に
掲

第
二

げ
る

二
項

げ
る

項
第

事
業

第
十

事
業

十
一

号
に

号
に

第
三

略

掲
げ

第
三

略

掲
げ

条
第

る
事

条
第

る
事

二
号

業

二
号

業

に
掲

に
掲

げ
る

げ
る

事
業

事
業

（
削

（
削
除
）

第
三

次
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
最
初
に
行
う
行
為
の
前

除
）

条
第

１

電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
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三
号

の
申
請
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
掲

２

自
然
公
園
法
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
若
し

げ
る

く
は
第
二
十
二
条
第
三
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
三
十
三
条
第

事
業

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

３

県
立
自
然
公
園
条
例
第
十
条
第
三
項
の
許
可
の
申
請

４

自
然
環
境
保
全
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
、
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
第
二
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
条
第
五
項
の
通
知
又
は
第

二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

５

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
の
許
可
の
申
請

６

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
第
二
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
申
請

７

農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請

８

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
変
更
又
は
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
四
（
第
五
十
六
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
五
十
六
条
関
係
）

対
象
事
業
の

事
業
の
諸
元

手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
変
更

事
業
の
区
分

事
業
の
諸
元

手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
変
更

区
分

の
要
件

の
要
件

一
～
七

略

略

一
～
七

略

略

八

別
表
第

発
電
所
の
出
力

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

一
の
四
の

上
増
加
し
な
い
こ
と
。

項
の
イ
又

は
ロ
に
該

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら

当
す
る
対

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

象
事
業

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

九

別
表
第

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十

一
の
四
の

力

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と

項
の
ハ
又

。

は
ニ
に
該

当
す
る
対

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
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象
事
業

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

原
動
力
に
つ
い
て
の
汽
力
、

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
内
燃
力
又

は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
の
別

燃
料
の
種
類

冷
却
方
式
に
つ
い
て
の
冷
却

塔
、
冷
却
池
又
は
そ
の
他
の

も
の
の
別

十

別
表
第

発
電
所
の
出
力

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

一
の
四
の

上
増
加
し
な
い
こ
と
。

項
の
ホ
又

は
ヘ
に
該

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら

当
す
る
対

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

象
事
業

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

新
た
に
事
業
実
施
区
域
と
な
る
部
分

の
面
積
が
変
更
前
の
事
業
実
施
区
域

の
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

で
あ
る
こ
と
。

十
一

別
表

略

略

八

別
表
第

略

略

第
一
の
五

一
の
四
の

の
項
に
該

項
に
該
当

当
す
る
対

す
る
対
象

象
事
業

事
業

十
二

別
表

略

略

九

別
表
第

略

略

第
一
の
六

一
の
五
の

の
項
に
該

項
に
該
当

当
す
る
対

す
る
対
象

象
事
業

事
業
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十
三

別
表

略

略

十

別
表
第

略

略

第
一
の
七

一
の
六
の

の
項
に
該

項
に
該
当

当
す
る
対

す
る
対
象

象
事
業

事
業

十
四

別
表

略

略

十
一

別
表

略

略

第
一
の
八

第
一
の
七

の
項
か
ら

の
項
か
ら

十
一
の
項

十
の
項
の

の
ハ
ま
で

ハ
ま
で
に

に
該
当
す

該
当
す
る

る
対
象
事

対
象
事
業

業削
除

削
除

削
除

十
二

別
表

発
電
所
の
出
力

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

第
一
の
十

上
増
加
し
な
い
こ
と
。

の
項
の
ニ

又
は
ホ
に

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら

該
当
す
る

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

対
象
事
業

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

削
除

削
除

削
除

十
三

別
表

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十

第
一
の
十

力

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と

の
項
の
ヘ

。

又
は
ト
に

削
除

削
除

該
当
す
る

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら

対
象
事
業

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

削
除

原
動
力
に
つ
い
て
の
汽
力
、

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
内
燃
力
又

は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
の
別

削
除

燃
料
の
種
類
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削
除

冷
却
方
式
に
つ
い
て
の
冷
却

塔
、
冷
却
池
又
は
そ
の
他
の

も
の
の
別

別
表
第
五
（
第
五
十
七
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
五
十
七
条
関
係
）

対
象
事
業
の

事
業
の
諸
元

手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
変
更

事
業
の
区
分

事
業
の
諸
元

手
続
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
変
更

区
分

の
要
件

の
要
件

一
～
八

略

略

一
～
八

略

略

九

別
表
第

発
電
所
の
出
力

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

一
の
四
の

上
増
加
し
な
い
こ
と
。

項
の
イ
又

は
ロ
に
該

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら

当
す
る
対

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

象
事
業

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

発
電
設
備
の
位
置

発
電
設
備
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
移
動

し
な
い
こ
と
。

十

別
表
第

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十

一
の
四
の

力

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と

項
の
ハ
又

。

は
ニ
に
該

当
す
る
対

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら

象
事
業

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

原
動
力
に
つ
い
て
の
汽
力
、

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
内
燃
力
又

は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
の
別
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燃
料
の
種
類

冷
却
方
式
に
つ
い
て
の
冷
却

塔
、
冷
却
池
又
は
そ
の
他
の

も
の
の
別

年
間
燃
料
使
用
量

年
間
燃
料
使
用
量
が
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
増
加
し
な
い
こ
と
。

ば
い
煙
の
時
間
排
出
量

ば
い
煙
の
時
間
排
出
量
が
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と
。

煙
突
の
高
さ

煙
突
の
高
さ
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

減
少
し
な
い
こ
と
。

温
排
水
の
排
出
先
の
水
面
又

は
水
中
の
別

放
水
口
の
位
置

放
水
口
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
移
動
し

な
い
こ
と
。

十
一

別
表

発
電
所
の
出
力

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

第
一
の
四

上
増
加
し
な
い
こ
と
。

の
項
の
ホ

又
は
ヘ
に

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら

該
当
す
る

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

対
象
事
業

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

新
た
に
事
業
実
施
区
域
と
な
る
部
分

の
面
積
が
変
更
前
の
事
業
実
施
区
域

の
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満

で
あ
る
こ
と
。

十
二

別
表

略

略

九

別
表
第

略

略

第
一
の
五

一
の
四
の

の
項
に
該

項
に
該
当

当
す
る
対

す
る
対
象
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象
事
業

事
業

十
三

別
表

略

略

十

別
表
第

略

略

第
一
の
六

一
の
五
の

の
項
に
該

項
に
該
当

当
す
る
対

す
る
対
象

象
事
業

事
業

十
四

別
表

略

略

十
一

別
表

略

略

第
一
の
七

第
一
の
六

の
項
に
該

の
項
に
該

当
す
る
対

当
す
る
対

象
事
業

象
事
業

十
五

別
表

略

略

十
二

別
表

略

略

第
一
の
八

第
一
の
七

の
項
か
ら

の
項
か
ら

十
一
の
項

十
の
項
の

の
ハ
ま
で

ハ
ま
で
に

に
該
当
す

該
当
す
る

る
対
象
事

対
象
事
業

業削
除

削
除

削
除

十
三

別
表

発
電
所
の
出
力

発
電
所
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

第
一
の
十

上
増
加
し
な
い
こ
と
。

の
項
の
ニ

削
除

削
除

又
は
ホ
に

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら

該
当
す
る

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

対
象
事
業

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

発
電
設
備
の
位
置

発
電
設
備
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
移
動

し
な
い
こ
と
。

削
除

削
除

削
除

十
四

別
表

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十

第
一
の
十

力

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と

の
ヘ
又
は

。

ト
に
該
当

削
除

削
除

す
る
対
象

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
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事
業

三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
が

新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

削
除

原
動
力
に
つ
い
て
の
汽
力
、

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
内
燃
力
又

は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
の
別

削
除

燃
料
の
種
類

削
除

冷
却
方
式
に
つ
い
て
の
冷
却

塔
、
冷
却
池
又
は
そ
の
他
の

も
の
の
別

削
除

削
除

年
間
燃
料
使
用
量

年
間
燃
料
使
用
量
が
十
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
増
加
し
な
い
こ
と
。

削
除

削
除

ば
い
煙
の
時
間
排
出
量

ば
い
煙
の
時
間
排
出
量
が
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
増
加
し
な
い
こ
と
。

削
除

削
除

煙
突
の
高
さ

煙
突
の
高
さ
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

減
少
し
な
い
こ
と
。

削
除

温
排
水
の
排
出
先
の
水
面
又

は
水
中
の
別

削
除

削
除

放
水
口
の
位
置

放
水
口
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
移
動
し

な
い
こ
と
。

様
式
第
一
号
（
第
六
条
、
第
四
十
二
条
関
係
）

様
式
第
一
号
（
第
六
条
、
第
四
十
二
条
関
係
）
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様
式
第
三
号
（
第
八
条
、
第
十
条
の
四
、
第
十
条
の
六
、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
、

様
式
第
三
号
（
第
八
条
、
第
十
条
の
四
、
第
十
条
の
六
、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
、

第
二
十
三
条
、
第
十
八
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
四

第
二
十
三
条
、
第
十
八
条
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
四

条
）

条
）

様式第1号(第6条，第42条関係) 

 

①  事 業 方 法 書 等 送 付 書 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市町村長     殿 

 

事業者                 

住 所                 

氏 名               印 

法人にあっては，主たる事務所の所 

在地，名称及び代表者の氏名    

 

 環境影響評価条例 ② 第1項の規定により， ① 事業方法書及び ① 事業要約書

を送付します。 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

※ 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格A4とする。 

2  ① の部分には「第1種」又は「第2種」のいずれかを， ② の部分には「第6

条」又は「第26条」のいずれかを記入して下さい。 

3 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

4 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

5 環境影響評価条例第57条第1項の規定により方法書の作成を併せて行った場合は,

※印の欄にその旨を記載して下さい。 

様式第3号 

(第8条，第10条の4，第10条の6，第17条，第21条，第23条，第38条，第52条，第59条，第6

1条，第64条関係) 

公告事項報告書 

年  月  日   

  宮城県知事 

   市町村長        殿 

事業者                  

住所                   

氏名                印  

  法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第 ① 条第 ① 項の規定により， 

 □ 第1種事業方法書を作成した旨等 

 □ 方法書説明会を開催する旨等 

 □ 環境影響評価条例施行規則第10条の6第1項第2号の第1種事業方法書の概要 

 □ 第1種事業準備書を作成した旨等 

 □ 準備書説明会を開催する旨等 

 □ 環境影響評価条例施行規則第23条において準用する環境影響評価条例施行規則第10

の6第1項第2号の第1種事業準備書の概要 

 □ 第1種事業評価書を作成した旨等 

 □ 第2種事業評価書を作成した旨等 

 □ 対象事業の内容を変更した旨等 

 □ 対象事業を実施しないこととした旨 

 □ 対象事業に該当しないこととなった旨 

 □ 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨 

 □ 対象事業の工事完了後に環境影響評価その他の手続の実施を他の者に引き継いだ旨 

 □ 対象事業の工事着手後の調査報告書を作成した旨等 

の公告をしましたので，環境影響評価条例施行規則第 ① 条第 ① 項の規定により報

告します。 

対象事業の名称   

対象事業の種類   

対象事業の規模   

公 告 年 月 日   

広 告 の 方 法   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

備考 

 1 用紙の大きさは，日本工業規格A4とする。 

 2  ① の部分には，該当する数字を記入して下さい。 

 3 □のある欄には，該当する□内にレ印を記入して下さい。 

 4 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さい。 

 5 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分を

記入して下さい。 

様式第1号(第6条，第42条関係) 

 

①  事 業 方 法 書 等 送 付 書 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市町村長     殿 

 

事業者                 

住 所                 

氏 名               印 

法人にあっては，主たる事務所の所 

在地，名称及び代表者の氏名    

 

 環境影響評価条例 ② 第1項の規定により， ① 事業方法書及び ① 事業要約書

を送付します。 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

※ 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 

2  ① の部分には「第1種」又は「第2種」のいずれかを， ② の部分には「第6

条」又は「第26条」のいずれかを記入して下さい。 

3 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

4 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

5 環境影響評価条例第57条第1項の規定により方法書の作成を併せて行った場合は,

※印の欄にその旨を記載して下さい。 

様式第3号 

(第8条，第10条の4，第10条の6，第17条，第21条，第23条，第38条，第52条，第59条，第6

1条，第64条関係) 

公告事項報告書 

年  月  日   

  宮城県知事 

   市町村長        殿 

事業者                  

住所                   

氏名                印  

  法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第 ① 条第 ① 項の規定により， 

 □ 第1種事業方法書を作成した旨等 

 □ 方法書説明会を開催する旨等 

 □ 環境影響評価条例施行規則第10条の6第1項第2号の第1種事業方法書の概要 

 □ 第1種事業準備書を作成した旨等 

 □ 準備書説明会を開催する旨等 

 □ 環境影響評価条例施行規則第23条において準用する環境影響評価条例施行規則第10

の6第1項第2号の第1種事業準備書の概要 

 □ 第1種事業評価書を作成した旨等 

 □ 第2種事業評価書を作成した旨等 

 □ 対象事業の内容を変更した旨等 

 □ 対象事業を実施しないこととした旨 

 □ 対象事業に該当しないこととなった旨 

 □ 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨 

 □ 対象事業の工事完了後に環境影響評価その他の手続の実施を他の者に引き継いだ旨 

 □ 対象事業の工事着手後の調査報告書を作成した旨等 

の公告をしましたので，環境影響評価条例施行規則第 ① 条第 ① 項の規定により報

告します。 

対象事業の名称   

対象事業の種類   

対象事業の規模   

公 告 年 月 日   

広 告 の 方 法   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

備考 

 1 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 

 2  ① の部分には，該当する数字を記入して下さい。 

 3 □のある欄には，該当する□内にレ印を記入して下さい。 

 4 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さい。 

 5 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分を

記入して下さい。 
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様
式
第
四
号
（
第
十
二
条
関
係
）

様
式
第
四
号
（
第
十
二
条
関
係
）

様
式
第
五
号
（
第
十
五
条
、
第
四
十
六
条
関
係
）

様
式
第
五
号
（
第
十
五
条
、
第
四
十
六
条
関
係
）

様式第4号(第12条関係) 

 

第1種事業方法書についての意見の概要等送付書 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市町村長     殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 環境影響評価条例第9条の規定により，方法書説明会の概要書，第1種事業方法書につ

いての意見の概要及び意見書の写しを送付します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

 

所属・職名・氏名 

 

電話番号 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格A4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第5号(第15条，第46条関係) 

 ① 事業関係地域に関する協議書 

 

年  月  日 

 

宮城県知事    殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 環境影響評価条例 ② 第2項の規定により， ① 事業関係地域について定めたいの

で協議します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

関 係 地 域 の 範 囲   

関係地域の範囲の設定理由   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格A4とする。 

2  ① の部分には「第1種」又は「第2種」のいずれかを， ② の部分には「第1

4条」又は「第31条」のいずれかを記入して下さい。 

3 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

4 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第4号(第12条関係) 

 

第1種事業方法書についての意見の概要等送付書 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市町村長     殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 環境影響評価条例第9条の規定により，方法書説明会の概要書，第1種事業方法書につ

いての意見の概要及び意見書の写しを送付します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

 

所属・職名・氏名 

 

電話番号 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第5号(第15条，第46条関係) 

 ① 事業関係地域に関する協議書 

 

年  月  日 

 

宮城県知事    殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 環境影響評価条例 ② 第2項の規定により， ① 事業関係地域について定めたいの

で協議します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

関 係 地 域 の 範 囲   

関係地域の範囲の設定理由   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 

2  ① の部分には「第1種」又は「第2種」のいずれかを， ② の部分には「第1

4条」又は「第31条」のいずれかを記入して下さい。 

3 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

4 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 
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様
式
第
六
号
（
第
十
六
条
、
第
四
十
七
条
関
係
）

様
式
第
六
号
（
第
十
六
条
、
第
四
十
七
条
関
係
）

様
式
第
七
号
（
第
二
十
五
条
関
係
）

様
式
第
七
号
（
第
二
十
五
条
関
係
）

様式第6号(第16条，第47条関係) 

 

 ① 事業準備書等送付書 

 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市長村長    殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 環境影響評価条例 ② 第1項の規定により， ① 事業準備書及び ① 事業要約書

を送付します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

※ 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格A4とする。 

2  ① の部分には「第1種」又は「第2種」のいずれかを， ② の部分には「第

14条」又は「第31条」のいずれかを記入して下さい。 

3 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

4 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

5 環境影響評価条例第57条第1項の規定により準備書の作成を併せて行った場合は,

※印の欄にその旨を記載して下さい。 

様式第7号(第25条関係) 

 

第1種事業準備書についての意見の概要等送付書 

 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市町村長    殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 

 環境影響評価条例第18条の規定により，準備書説明会の概要書，第1種事業準備書につ

いての意見の概要及び見解書並びに意見書の写しを送付します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格A4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第6号(第16条，第47条関係) 

 

 ① 事業準備書等送付書 

 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市長村長    殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 環境影響評価条例 ② 第1項の規定により， ① 事業準備書及び ① 事業要約書

を送付します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

※ 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 

2  ① の部分には「第1種」又は「第2種」のいずれかを， ② の部分には「第

14条」又は「第31条」のいずれかを記入して下さい。 

3 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

4 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

5 環境影響評価条例第57条第1項の規定により準備書の作成を併せて行った場合は,

※印の欄にその旨を記載して下さい。 

様式第7号(第25条関係) 

 

第1種事業準備書についての意見の概要等送付書 

 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市町村長    殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 

 環境影響評価条例第18条の規定により，準備書説明会の概要書，第1種事業準備書につ

いての意見の概要及び見解書並びに意見書の写しを送付します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 
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様
式
第
八
号
（
第
三
十
七
条
関
係
、
第
五
十
一
条
関
係
）

様
式
第
八
号
（
第
三
十
七
条
関
係
、
第
五
十
一
条
関
係
）

様
式
第
九
号
（
第
五
十
五
条
関
係
）

様
式
第
九
号
（
第
五
十
五
条
関
係
）

様式第8号(第37条，第51条関係) 

 ① 事業評価書等送付書 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市町村長    殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 環境影響評価条例 ② の規定により， ① 事業評価書及び ① 事業要約書を送

付します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

※ 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格A4とする。 

2  ① の部分には「第1種」又は「第2種」のいずれかを， ② の部分には「第

22条」又は「第34条」のいずれかを記入して下さい。 

3 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

4 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

5 環境影響評価条例第57条第1項の規定により準備書の作成を併せて行った場合は,

※印の欄にその旨を記載して下さい。 

様式第9号(第55条関係) 

 

氏 名 等 変 更 届 出 書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第37条の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

変 更 の

内 容 

変 更 前   

変 更 後   

変 更 の 理 由   

変 更 年 月 日   

連 絡 先 

 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 
 
備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第8号(第37条，第51条関係) 

 ① 事業評価書等送付書 

年  月  日 

 

宮城県知事 

市町村長    殿 

 

事業者                

住 所                

氏 名              印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名  

 

 環境影響評価条例 ② の規定により， ① 事業評価書及び ① 事業要約書を送

付します。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

※ 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 

2  ① の部分には「第1種」又は「第2種」のいずれかを， ② の部分には「第

22条」又は「第34条」のいずれかを記入して下さい。 

3 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

4 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

5 環境影響評価条例第57条第1項の規定により準備書の作成を併せて行った場合は,

※印の欄にその旨を記載して下さい。 

様式第9号(第55条関係) 

 

氏 名 等 変 更 届 出 書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第37条の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

変 更 の

内 容 

変 更 前   

変 更 後   

変 更 の 理 由   

変 更 年 月 日   

連 絡 先 

 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 
 
備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 
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様
式
第
十
条
（
第
五
十
八
条
関
係
）

様
式
第
十
条
（
第
五
十
八
条
関
係
）

様
式
第
十
一
条
（
第
六
十
条
関
係
）

様
式
第
十
一
条
（
第
六
十
条
関
係
）

様式第10号(第58条関係) 

 

対 象 事 業 変 更 届 出 書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第38条第1項(第3項)の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

変 更 の

内 容 

変 更 前   

変 更 後   

変 更 の 理 由   

変 更 年 月 日   

連 絡 先 

 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 
 
備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第11号(第60条関係) 

 

対 象 事 業 廃 止 届 出 書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第39条第1項の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

届 出 の 理 由 

 

□対象事業を実施しないこととした 

□対象事業に該当しないこととなった 

 

廃 止 の 理 由   

廃 止 年 月 日   

連 絡 先 

 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

4 届出の理由の欄には，該当する□内に 印を記入して下さい。 

様式第10号(第58条関係) 

 

対 象 事 業 変 更 届 出 書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第38条第1項(第3項)の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

変 更 の

内 容 

変 更 前   

変 更 後   

変 更 の 理 由   

変 更 年 月 日   

連 絡 先 

 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 
 
備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第11号(第60条関係) 

 

対 象 事 業 廃 止 届 出 書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第39条第1項の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

届 出 の 理 由 

 

□対象事業を実施しないこととした 

□対象事業に該当しないこととなった 

 

廃 止 の 理 由   

廃 止 年 月 日   

連 絡 先 

 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

4 届出の理由の欄には，該当する□内に 印を記入して下さい。 
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様
式
第
十
二
条
（
第
六
十
条
関
係
）

様
式
第
十
二
条
（
第
六
十
条
関
係
）

様
式
第
十
三
条
（
第
六
十
二
条
関
係
）

様
式
第
十
三
条
（
第
六
十
二
条
関
係
）

様式第12号(第60条関係) 

 

対 象 事 業 引 継 届 出 書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第39条第1項の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

届 出 の 理 由 

 

□対象事業の実施を他の者に引き継いだ 

□対象事業の工事の完了後に手続等を他の者に引き継

いだ 

 

引 継 の 理 由   

引 継 年 月 日   

承

継

者 
住 所 (法人にあっては，主たる事務所の所在地) 

氏 名 (法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

4 届出の理由の欄には，該当する□内に 印を記入して下さい。 

様式第13号(第62条関係) 

 

対象事業工事着手届出書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第43条の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

着 手 年 月 日   

完 了 予 定 年 月 日   

工 事 施 工 者 
住 所 (法人にあっては，主たる事務所の所在地) 

氏 名 (法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第12号(第60条関係) 

 

対 象 事 業 引 継 届 出 書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第39条第1項の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

届 出 の 理 由 

 

□対象事業の実施を他の者に引き継いだ 

□対象事業の工事の完了後に手続等を他の者に引き継

いだ 

 

引 継 の 理 由   

引 継 年 月 日   

承

継

者 

住 所 (法人にあっては，主たる事務所の所在地) 

氏 名 (法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

4 届出の理由の欄には，該当する□内に 印を記入して下さい。 

様式第13号(第62条関係) 

 

対象事業工事着手届出書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第43条の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

着 手 年 月 日   

完 了 予 定 年 月 日   

工 事 施 工 者 
住 所 (法人にあっては，主たる事務所の所在地) 

氏 名 (法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 
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様式第14号(第62条関係) 

 

対象事業工事完了届出書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第43条の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

着 手 年 月 日   

完 了 予 定 年 月 日   

工 事 施 工 者 
住 所 (法人にあっては，主たる事務所の所在地) 

氏 名 (法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 

供 用 開 始 後

の 管 理 者 

住 所 (法人にあっては，主たる事務所の所在地) 

氏 名 (法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第15号(第63条関係) 

 

工事の着手後の調査報告書提出書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第44条第1項の規定により，工事の着手後の調査報告書を提出しま

す。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第14号(第62条関係) 

 

対象事業工事完了届出書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第43条の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

着 手 年 月 日   

完 了 予 定 年 月 日   

工 事 施 工 者 
住 所 (法人にあっては，主たる事務所の所在地) 

氏 名 (法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 

供 用 開 始 後

の 管 理 者 

住 所 (法人にあっては，主たる事務所の所在地) 

氏 名 (法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 

連 絡 先 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 

様式第15号(第63条関係) 

 

工事の着手後の調査報告書提出書 

年  月  日 

宮城県知事 

市町村長   殿 

 

事業者                

住所                 

氏名               印 

法人にあっては，主たる事務所の

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

 環境影響評価条例第44条第1項の規定により，工事の着手後の調査報告書を提出しま

す。 

 

対 象 事 業 の 名 称   

対 象 事 業 の 種 類   

対 象 事 業 の 規 模   

対 象 事 業 実 施 区 域   

連 絡 先 

 

住所 

所属・職名・氏名 

電話番号 

 

備考 

1 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ4とする。 

2 対象事業の名称の欄には，事業者が対象事業に付した固有の名称を記入して下さ

い。 

3 対象事業の種類の欄には，環境影響評価条例施行規則別表第1に掲げる事業の区分

を記入して下さい。 


